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所
得
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し
た

　
【
期
間
】
２
月
16
日（
月
）〜
３
月
16
日（
月
）

申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
!!

《
問
合
せ
》
税
務
課
市
民
税
係 

☎
21

－

9
0
4
5

市
県
民
税
・
国
民
健
康

保
険
税
の
申
告

◇
期
限
内
に
必
ず
申
告
を
！

　
こ
の
申
告
書
は
、
所
得
証
明
書
、

老
齢
福
祉
年
金
、
福
祉
医
療（
老

人
医
療
等
）・
児
童
手
当
の
給
付
、

保
育
所
の
入
所
や
市
営
住
宅
入
居

な
ど
の
手
続
き
に
必
要
な
資
料
と

な
り
ま
す
。
申
告
が
な
い
と
、
こ

れ
ら
に
関
係
す
る
証
明
書
が
発
行

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
期
限
内
に
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
必
要
な
書
類
・
証
明
書
・
印
鑑

を
忘
れ
ず
に
！

　
相
談
前
に「
平
成
27
年
度
市
県

民
税
申
告
の
て
び
き
」を
よ
く
読

み
、
帳
簿
な
ど
を
整
理
し
て
、
申

告
書
を
作
成
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。来
庁
時
に
は
、必
要
な
書
類
・

証
明
書
・
印
鑑
を
必
ず
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。
帳
簿
の
整
理
が
で
き

て
い
な
い
場
合
や
必
要
書
類
が
な

い
場
合
は
、
相
談
を
お
断
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
3
月
16
日
の
申
告
期
限

間
近
は
大
変
混
雑
し
、
長
時
間
お

待
ち
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
き
る
だ
け
早
め
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。
な
お
、
市
役
所
で
の
申
告

相
談
は
混
雑
し
ま
す
。
所
得
税
・

消
費
税
の
申
告
を
す
る
方
は
、
税

務
署
や
じ
ば
さ
ん

但
馬
な
ど
で
の
申

告
相
談
を
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
申
告
の
必
要
な
方

　
平
成
27
年
1
月
1

日
現
在
、
豊
岡
市
に

住
所
が
あ
り
、
平
成

26
年
中
に
所
得
の
あ

っ
た
次
の
方

・
国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
方

（「
低
所
得
者
軽
減
」の
関
係
で
、

所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
申

告
書
の
提
出
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。）

・
給
与
所
得
の
他
に
所
得
の
あ
る

方
・
2
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払

い
を
受
け
た
方

・
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄

附
金
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

◇
申
告
の
不
要
な
方

・
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

・
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か
ら

市
役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
て

い
て
、
他
に

所
得
が
な
い

方
・
収
入
が
公
的

年
金
の
み
の

方（
年
金
額
に
よ
り
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

■市県民税・国民健康保険税申告書提出の要否

所得税の確定申告をする。

いいえ
はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

給与等の年末調整の内容に
変更がある。 申告書を

提出して
ください。

※不要の場
合もありま
す。
　詳しくは
問い合わせ
てください。

給与または公的年金以外に
所得がある。

年の途中で退職などの異動
がある。

給与または公的年金を２カ
所以上からもらっている。

国民健康保険加入世帯であ
る。

申告書の必要
はありません

◇
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療

対
象
者
の
方

　
税
法
で
は
申
告
が
不
要
な
場
合

で
も
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険

料
を
算
定
す
る
上
で
、
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
市
民
課
国
保
医
療
係
へ
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

◇
市
県
民
税
申
告
書（
兼
国
民
健

康
保
険
税
申
告
書
）の
配
布

　
昨
年
に
市
県
民
税
申
告
書
を
提

出
さ
れ
、
今
年
も
申
告
が
必
要
と

思
わ
れ
る
方
に
は
、
1
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
す
。

◇
国
民
健
康
保
険
に

加
入
の
皆
さ
ん
へ

　
全
て
の
加
入
世
帯
に
送
付
し
て

い
ま
し
た「
国
民
健
康
保
険
税（
国

保
税
）納
付
済
額
の
お
知
ら
せ
」の

は
が
き
は
、
平
成
25
年
か
ら
廃
止

し
ま
し
た
。

　
申
告
の
際
は
、
原
則
と
し
て
自

身
で
国
保
税
の
納
付
済
額
を
計
算

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
計
算
方
法
な

ど
が
不
明
な
場
合
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

　
平
成
26
年
分
所
得
の
申
告
時
期

に
な
り
ま
し
た
。
平
成
26
年
1
月

1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
1
年

間
の
所
得
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
の
対
象
は
、
所
得
税
、
個
人

事
業
税
、
市
県
民
税
、
国
民
健
康

保
険
税
で
す
。
相
談
会
場
・
時
間

は
次
ペ
ー
ジ
の

一
覧
表
の
と
お

り
で
す
。
気
軽

に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
事
業
規
模
の
大
き

い
方（
所
得
金
額
が
お
お
む
ね

3
0
0
万
円
を
超
え
る
方
）や
不

動
産
の
譲
渡
所
得
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
を
受
け
る
方
、
青
色

申
告
を
す
る
方
は
、
税
務
署
で
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。
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◆
農
業
所
得
申
告
は
正
確
に
!!

　
農
業
所
得
は
収
支
計
算
で
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

　
農
業
以
外
に
給
与
所
得
な
ど
の

所
得
が
あ
る
方
は
、
所
得
を
合
算

し
て
市
県
民
税
の
申
告
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
収
支
計
算
す
る
際
の
土

地
改
良
費
は
、
賦
課
金
が
10
ア
ー

ル
当
た
り
1
万
円
以
上
の
場
合
は
、

賦
課
金
に
含
ま
れ
て
い
る
永
久
資

産
相
当
分
が
必
要
経
費
と
し
て
認

め
ら
れ
ま
せ
ん
。
賦
課
金
が
1
万

円
以
上
の
土
地
改
良
区
等
の
控
除

額
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。
土
地

改
良
費
の
必
要
経
費
と
し
て
計
上

し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
表
に
な
い
土
地
改
良
区
等

の
賦
課
金
は
、
10
ア
ー
ル
当
た
り

1
万
円
未
満
で
す
。
支
払
っ
た
賦

課
金
額
を
必
要
経
費
と
し
て
計
上

し
て
く
だ
さ
い（
城
崎
、
竹
野
、
日

高
、
但
東
地
域
に
は
1
万
円
以
上

の
土
地
改
良
区
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　
ま
た
、
支
払
額
の
分
か
る
領
収

書
等
は
必
ず
7
年
間
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
の

対
象
者
が
拡
大（
平
成
26
年
1

月
か
ら
）

　
個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち
、

農
業
も
含
む
事
業
所
得
、
不
動
産

所
得
ま
た
は
山
林
所
得
を
生
ず
べ

き
業
務
を
行
う
全
て
の
方（
所
得

税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申

告
の
必
要
が
な
い
方
も
対
象
）は
、

平
成
26
年
1
月
か
ら
記
帳
と
帳
簿

書
類
の
保
存
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
豊
岡
税
務
署
に

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
豊
岡
税
務
署
個
人
課

税
第
一
部
門
☎
22

－

2
1
4
4

平
成
26
年
分
農
業
所
得
の
申
告
に
つ
い
て

申告相談会場一覧表

《土地改良費控除額（10アール当たり）》

《夜間・休日相談》

申告相談会場
２月 ３月

受付・相談時間16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 ２ ３ ４ ５ ６ ９ 10 11 12 13 16
月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月

豊岡税務署別館１階 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎（相談）９：00～17：00
市役所本庁舎２階大会議室

城崎支所
竹野支所
日高支所
出石支所
但東支所

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（受付）８：30～16：00
※受付人数制限有

（相談）８：30～12：00
13：00～受付分
終了まで

じばさん但馬６階 ● ● ● ● ● ● ● ●

（相談）９：30～12：00
13：00～16：00

城崎さとの湯１階 ● ● ●
豊岡市商工会竹野支部１階 ● ● ●
豊岡市商工会日高支部２階 ● ● ● ● ●
豊岡市商工会出石支部１階 ● ● ● ● ●
但馬ちりめん振興館 ● ● ●

◇
所
得
申
告
用
固
定
資
産
税

明
細
書
の
廃
止

　
所
得
税
、
市
県
民
税

申
告
用
と
し
て
希
望

者
に
渡
し
て
い
ま
し

た「
所
得
申
告
用
固
定

資
産
税
明
細
書
」は
、
固
定
資
産

課
税
明
細
書
で
代
用
で
き
る
た
め
、

平
成
24
年
か
ら
廃
止
し
ま
し
た
。

※◎印は所得税の確定申告、●印は税理士による所得税の確定申告（土地・建物の譲渡所得に関する指導・相談は行っていま
せん）、○印は市県民税・国民健康保険税の申告（所得税の申告も可）の相談を行います。申告期限が近づくと混雑が予想
されますので、早めに相談にお越しください。

※市役所本庁舎および各支所での申告相談の午前の受付は11時30分までです。人数制限をしていますので、早めに受付を終
了する場合があります（夜間相談・休日相談も人数制限をします）。

※豊岡税務署は、駐車場に限りがあります。お越しの際は、できるだけ公共交通機関を利用してください。なお、申告相談
は午後５時まで行っていますが、申告会場の混雑状況によっては、早めに受付を終了する場合があります。

区分 月日 相談会場 受付時間

■夜間相談 ２月27日（金）
市役所本庁舎２階大会議室、
城崎支所、竹野支所、日高支
所、出石支所、但東支所

18：00～20：00
（受付人数制限有）

■休日相談 ３月８日（日） ８：30～11：30
（受付人数制限有）

地域 名　　称 控除額

豊岡

福江土地改良区 経常・事業分 10,902円

森津土地改良区
一般分 21,411円

特別分 19,149円

出石
中川土地改良区 田 10,022円

出石北土地改良区 田 10,674円


